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【添付書類】 

・物件調書（物件番号１） 

・定期建物賃貸借契約書（案） 

・泉大津市市有財産定期建物賃貸借契約による貸付応募申込書 

・誓約書 

・暴力団排除に関する誓約書 

・建物利用計画書 



 

公募のスケジュール 

 

※応募申込の公告等 

令和７年２月２５日(火)付で、応募申込の内容等について公告し

ます。実施要領の配布は、令和７年２月２５日(火)から 

                       第２(Ｐ２) 

▼  

１現地確認申込受付 
令和７年２月２５日(火)から現地確認申込みを受付 

              第５(Ｐ４) 

▼  

2 応募申込者の受付 

「泉大津市市有財産定期建物賃貸借契約による貸付応募申込書」

にその他必要書類(事業計画書等)を添えて資産活用課へ提出 

第６(Ｐ４・５) 

▼  

３応募申込者の審査 
すべての審査項目が適正な応募申込者を賃借人とします。    

第７(Ｐ５) 

▼  

４賃借人の決定 
応募申込者へ賃借人決定通知 

         第８(Ｐ５・６) 

▼  

５契約保証金の納付 

契約時までに、泉大津市の発行する「納付書」により契約保証金

【貸付料の12か月分(税込み)】を納付。契約保証金は貸付期間満

了時に２０％を差し引いた金額を還付 

                 第１０(Ｐ６) 

▼  

６契約書の締結 

契約保証金の納付後、市と協議成立後契約を締結していただきま

す。収入印紙代は、賃借人の負担となります。 

               第１０(Ｐ６) 
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泉大津市資産活用課が行う借地借家法第 38 条に基づく定期建物賃貸借契約による貸付

応募申し込みを希望される方は、この実施要領をよく読み、次の各事項をご承知の上、お

申し込みください。 

 

第１ 貸付物件 
物件 

番号 
所 在 貸付面積 賃貸借期間 

予定価格※ 

(賃貸借料月額) 
管理費月額 

１ 

泉大津市 

二田町一丁目 

1000番地 1 

1000番地 2 

(あすと松之浜) 

1,209.26㎡ 

(内訳) 

地下 1階  15.22㎡ 

1階 892.89㎡ 

2階 301.15㎡ 

本契約の 

発効時から 

起算して 

満 20年間 

1,159,978円 

地下 1階   13,606円 

1階   798,243円 

2階   348,129円 

222,112円 

地下 1階     － 円 

1階 113,397円 

2階 108,715円 

※契約面積には、２階キュービクル室50.78㎡は算入しないが保守点検等は賃借人となっ

た者が行う。 

※物件の詳細は、別添の物件調書をご覧ください。 

※予定価格には、消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等」という。)は含んでいな

い。 

 

第２ 泉大津市市有財産定期建物賃貸借契約による貸付実施要領の配布 

（１）配布期間  令和７年２月２５日(火)から 

ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。 

        ※市ホームページからダウンロード可能です。 

（２）配布時間  午前８時45分から午後５時15分まで 

（３）配布場所  泉大津市東雲町９番12号 

泉大津市役所総務部資産活用課（市役所２階) 

        電話番号0725－33－1131（代表) 内線 2297 

        ※郵送による要領の配布は、行いません。 

 

第３ 応募申込資格を有しない者 

１ 次のいずれかに該当する者 

（１）成年被後見人 

（２）民法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 149 号)附則第３条第３項の規定に

よりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治 29年法律第

89号)第 11条に規定する準禁治産者 

（３）被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

（４）民法第 17 条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被

補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

（５）営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得

ていない者 

（６）破産者で復権を得ない者 

（７）会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされて
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いる者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者で、これらの法に基づく裁判所からの更生手続き開始の決定が

されていない者 

（８）本市市有財産定期建物賃貸借に関わっている者 

（９）泉大津市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力団員等並びにこれらの者

の依頼を受けて市有地等の売買契約をしようとする者 

２ 次のいずれかに該当する者で、その事実があった後２年を経過しないもの(その者

を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また

同様とする。) 

（１）泉大津市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物

件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

（２）泉大津市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者

又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者 

（３）落札者が泉大津市と契約を締結することを妨げた者又は泉大津市との契約者が契

約を履行することを妨げた者 

（４）泉大津市が実施する地方自治法(昭和 22年法律第67号)第 234条の２第１項の規

定による監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

（５）正当な理由なく泉大津市との契約を履行しなかった者 

（６）前各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後２年を経過しない者を契

約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

 

第４ 契約上の主な特約 

（１）貸付条件 

① 借地借家法第38 条に基づく定期建物賃貸借契約により貸付けするものとし、契

約の更新はありません。 

② 使用用途は、商業の用にとして食料品小売業、医薬品・化粧品小売業、薬局・薬

店とする。(複合可) 

③ 現状有姿で引き渡します。一部、壁、柱、天井の仕上材残置。また、天井内の配

管・配線の残置。外部に接するサッシ、シャッター残置。 

④ 賃借人はあらかじめ書面による承認を得なければ次のいずれかに該当する行為

をすることができません。 

ア 使用目的の変更 

イ 本件建物の現状の変更 

ウ 本件建物の賃借権の譲渡 

エ 本件建物の転貸 

⑤ 引渡し後に店舗内設備に不具合が見つかった場合、当該設備の修繕・撤去及び新

たな設備にかかる費用については賃借人の負担となります。 

⑥ 本貸付物件の商業施設は松之浜駅東地区第一種市街地再開発事業との合築であ

り、賃借人は、本貸付物件に係る維持管理費のほか、大阪府住宅供給公社住宅入

居者と共同で使用する施設等の利用、維持及び運営に要する費用(共同管理費)を

負担する必要があります。(具体的には、冷暖房空調費、電灯、動力費、清掃、
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衛生管理、塵芥処理費、保安管理費、設備保守費、その他共同管理で発生する費

用などが挙げられます。) 

（２）禁止する用途等 

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第２

条第１項に定める風俗営業又は同条第５項に定める風俗関連営業その他これら

に類する用途 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条

第２号に規定する暴力団の事務所又はその他これに類する用途 

③ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)

第５条に規定する観察処分を受けた団体の事務所又はその他これに類する用途 

④ 破壊活動防止法(昭和 27 年法律第 240 号)第５条第３号に規定する処分又は同法

第７条に規定する解散の指定を受けた破壊的団体の事務所又はその他これに類

する用途 

⑤ 公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その他近隣住民の迷惑となる目的の

用途 

⑥ その他社会通念上不適切と認められる目的の用途 

（３）(１)(２)に定める義務の履行状況を確認するため、市が実地調査し、又は所要の報

告を求めることがありますが、その場合は協力する義務があります。 

（４）(１)④(ただしイを除く。)または(２)の特約に違反した場合には月額賃貸借料の12

ヵ月分、(１)④イまたは (３) の特約に違反した場合には月額賃貸借料の12ヵ月分

を本市に対して違約金として支払っていただきます。 

 

第５ 現地確認 

現地確認を応募申込の条件にはしておりませんが、必ず現地確認をしてください。な

お、現地での質疑は一切受付けません。申込みについては、事前に氏名(名称)、住所(所

在)、連絡先電話番号、現地確認希望日時を電子メール本文に記載して送付してくださ

い。 

① 見学受付期間 令和７年２月２５日(火)から 

② 開 催 案 内 受付後、電子メールにて詳細をご案内します。翌営業日中に案内が

届かない場合はお問い合わせください。 

③ 電子メール送信先 shisankatsuyou@city.izumiotsu.osaka.jp  資産活用課宛 

※件名に「【泉大津市市有財産定期建物賃貸借施設】現地確認希  

望」と記載ください。 

 

第６ 応募申し込み 

本件の応募申込者は、次の必要書類を提出するものとします。なお、提出された書類

は、一切返却いたしません。 

(１) 提出書類 

 ①応募申込者につき１部 

  ア 住民票(法人の場合は商業登記簿謄本又は登記事項証明書) 

  イ 印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書) 
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  ウ 誓約書(様式第２-１号) 

  エ 暴力団排除に関する誓約書(様式第２-２号) 

   オ 泉大津市市有財産定期建物賃貸借契約による貸付応募申込書(様式第１   

号)(印鑑登録印で押印されたもの) 

   カ 建物利用計画書(様式第３号) 

   ※なお、ア及びイについては、発行後3ヶ月以内のものに限ります。 

（２）留意事項 

   賃貸借契約に係る賃借人は、応募申込書に記載された名義でしか行いません。 

   書類を受付場所に直接持参する方法以外は、受付を行いません。 

   物件の応募申込者に関する情報については、一切お答えできません。 

（３）受付期間及び受付場所 

   受付期間  令和７年２月２５日(火)から 

         ※ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。 

   受付時間  午前８時45分から午後５時15分まで 

   受付場所  泉大津市役所総務部資産活用課(市役所２階) 

※受付場所以外での受付は行いません。 

※郵送による申込みの受付は行いません。 

 

第７ 応募申込者の資格審査 

（１）審査について  

貸付条件、応募資格等についての審査を行います。 

（２）審査方法  

申込を済ませた応募申込者を対象に、資格審査を行います。 

① 資格審査は、提出された書類を元に行います。 

② 応募内容が本要項の諸条件等を満たさない場合は審査の対象としません。 

（３）審査項目  

審査項目は次のとおりとします。 

① 貸付けの用途 

・貸付用途が要項で示したものか否か、制限をした用途に該当していないか 

② 周囲との調和性 

・周囲との調和性が取れているか、周辺に悪影響を与えないか 

③ 事業計画の実現性 

・資金計画、建築計画、スケジュール、経営の安定性、導入施設の実現性 

④ 応募資格等 

・応募資格は適正か、応募制限に該当していないか 

 

第８ 賃借人の決定 

（１）賃借人の決定方法 

賃借人の決定は、先着順※１※２とします。 

応募申込があった場合は、資格審査を行い、全ての審査項目が適正とされた場合賃

借人として決定し、文書で通知します。 
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※１ １日単位で締め切ります。同日に受けたお申込みは同順位として取り扱いま

す。同日内に２者以上の申込みがあり、かつ資格審査の通過者が２者以上あっ

た場合は、泉大津市が抽選を行い、決定します。 

※２ 「同日」の扱いは、原則受付時間とします。(午後５時15分より後に受領した

申込書は、翌開庁日の午後５時15分までに受領した申込書と同順となります。) 

 

第９ 応募申込の中止等 

不正な応募申込が行われるおそれがあると認められるとき又は災害その他募集に係

る手続きが困難な特別な事情が生じたときは、予告なく中止又は延期することがありま

す。 

 

第 10 契約 

 貸付物件の賃借人は、賃借人決定後、２週間後までに契約保証金を本市所定の契約保

証金納付書により月額12カ月分(税込)を納付していただきます。(契約に定める義務履

行完了後、20％を差し引いた金額を還付) 

当該契約保証金の納付確認後、賃借人は、市と協議成立後(協議機関は２週間程度を

想定)定期建物賃貸借契約書を締結していただきます。なお、契約保証金の納付確認に

ついては、契約保証金納付書の領収証控え(写)の提出をもって確認します。 

契約書に貼付する収入印紙は、賃借人で用意していただきます。 

賃借人が期日までに契約を締結しない場合は、契約保証金は本市に帰属するものとし、

還付はしません。 

 

第 11 危険負担 

賃借人は、貸付物件が現状有姿であることを理解し、面積その他物件調書に記載した

事項について、実地に符合しない場合でも、これを理由として契約の締結を拒み、賃借

人決定の無効の主張又は賃貸借料の減免等を請求することはできません。 

 

第 12 関係法令等の遵守義務 

賃借人は、物件の賃貸借契約後に使用用途に供する改修工事等に際しては、関係法令

等を遵守し、工事内容等について関係住民に十分説明し、理解を得られるよう努めなけ

ればなりません。なお、賃借人が開発行為等により紛争が生じた場合は、賃借人の責任

において対処してください。 

 

第 13 その他 

応募申込に参加しようとする者は、本実施要領及び定期建物賃貸借契約書(案)に記載

された事項について十分承知しておいてください。 



 

物 件 調 書（物件番号１） 

物件番号：１ 

所 在 地 泉大津市二田町一丁目1000 番地１、1000 番地２ 

構 造 

鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造) 

地下１階 ・地上13階 

延床面積13,523.67㎡のうち地下１階、１階及び２階の一部 

貸 付 面 積 
13,523.67㎡のうち、地下1階 15.22 ㎡ 1階 892.89 ㎡ 

2階 301.15 ㎡ 

形 状 明細図のとおり 

接面道路の状況 
南側：市道 現況幅員 約６ｍ、北側：府道 現況幅員 約 16ｍ、 

東側：市道 現況幅員 約８ｍ、西側：市道 現況幅員 約 16ｍ 

用 途 地 域 近隣商業地域 

交 通 機 関 

鉄 道 南海本線 松ノ浜駅 徒歩 1分 

現      況 

地下１階 

１階 店舗 

 ２階 店舗 

 ３階～13階 住宅 



 

 

 

特記事項 

本件建物の商業施設は松之浜駅東地区第一種市街地再開発事業との合築であり、賃借人は、近

隣に影響を与える悪臭、騒音類の発生を防止するよう努めなければなりません。 

 

(使用用途について) 

使用用途については、商業の用に供するもの(食料品小売業、医薬品・化粧品小売業 、薬局・

薬店)に限ります。 

 

(賃貸借期間について) 

賃貸借期間については、本契約の発効時から起算して満 20 年間、借地借家法第 38 条に基づ

く定期建物賃貸借契約とし、再契約は行いません。 

 

(共同施設について) 

 松之浜駅東地区第一種市街地再開発事業に基づく各権利者による共同施設であり、管理主体で

ある「あすと管理組合」が定める管理規約等に協力し、遵守する必要があります。 

 

(共同設備等の使用、維持及び運営に要する費用について) 

本件建物の商業施設は松之浜駅東地区第一種市街地再開発事業との合築であり、賃借人は、本

件建物に係る維持管理費のほか、松之浜駅東地区第一種市街地再開発事業入居者と共同で使用す

る施設等の使用、維持及び運営に要する費用(共同管理費)を負担する必要があります。 

 

(店舗内設備について) 

現状有姿にて貸付を行います。本件建物の店舗内設備については、引き渡し後に動作確認を賃

借人の責任で行うとともに、当該設備の使用時には、善良な管理者としての注意をもって使用し

てください。また、引渡し後に店舗内設備に不具合が見つかった場合、当該設備の修繕、撤去及

び新たな設備にかかる費用については賃借人の負担とし、その施工にあたっては本契約書第 14 

条に基づき賃貸人の承認を必要とします。なお、店舗内設備とは、入口シャッターより内部の設

備(シャッター本体及び壁などの建物の躯体部分を除く。ただし、シャッターの鍵は含む。)及び

配線、配管(本件建物の専用に供する部分。ただし、電気、ガス、水道については各計量メータ

ーの内側とする。)を指します。 

 

(駐車スペースについて) 

本件建物の南側に面する駐車スペースについては、本件建物の商業施設を利用する来客用とし

て駐車面積171.79 ㎡を月額22,800円(税抜)で設置しています。 

 

お問合せ 
泉大津市総務部資産活用課 

電話 0725-33-1131(内線 2297) 

 

 



 

 

位 置 図 

 

 



 

 

定期建物賃貸借契約書（案） 

 

 賃貸人泉大津市(以下「甲」という。)と賃借人○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により

次に示す市有財産について、借地借家法(平成 3年法律第90号。以下「法」という。)第38条の規定に

基づく定期建物賃借権の設定を目的とした定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。 

 

(賃貸借物件) 

第 1条 賃貸借物件(以下「本物件」という。)は、次のとおり。 

所在地 構造 階数 延床面積 用途 

泉大津市二田町 

一丁目1000番地 1、

1000番地 2 

鉄筋コンクリート造(一

部鉄骨鉄筋コンクリー

ト造) 

地下1階 

地上13階 

13,523.67 ㎡のうち、

1,209.26㎡ 

 

内訳 

地下1階  15.22㎡ 

1階      892.89㎡ 

2階      301.15㎡ 

店舗 

(商業施設) 

なお、本物件の延床面積には、2 階キュービクル室 50.78 ㎡は算入しないが、設備の保守点検、維持

管理については、乙が行うものとする。 

 

(指定用途等) 

第 2条 乙は、本物件を応募申し込みの「使用用途」の用に供するため、その全部について自ら使用し、

他の目的に使用しない。ただし、あらかじめ乙が甲に書面による承認を得た場合は、この限りではな

い。 

2 乙は、貸付物件について、次の各号に掲げる用途に供してはならない。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23 年法律第122号)第 2条第1項に定

める風俗営業又は同条第5項に定める風俗関連営業その他これらに類する用途 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定す

る暴力団の事務所又はその他これに類する用途 

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定す

る観察処分を受けた団体の事務所又はその他これに類する用途 

(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第3号に規定する処分又は同法第7条に規定す

る解散の指定を受けた破壊的団体の事務所又はその他これに類する用途 

(5)公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その他近隣住民の迷惑となるの目的の用途 

(6) その他社会通念上不適切と認められる目的の用途 

 

(指定期日) 

第 3条 乙は、本物件を令和〇年〇月〇日までに指定用途に供しなければならない。 

 

(指定期日の変更) 

第 4条 乙は、指定期日の変更を必要とするときは、詳細な理由を付した書面により甲の承認を得なけ

物件１ 



 

 

ればならない。 

 

(賃貸借期間) 

第 5条 賃貸借期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの20年間とする。 

2 前項に規定する賃貸借期間には、原状回復に要する期間を含む。 

3 甲は第 1項に定める賃貸借期間の初日に、本物件を乙に現状有姿にて引渡したものとする。 

 

(契約更新等) 

第 6条 本契約は、前条に定める期間の満了により終了し、更新がない。ただし、甲及び乙は、協議の

上、賃貸借期間満了の翌日を始期とする新たな賃貸借契約を締結することができる。 

2 甲は、前条に規定する期間満了の 1 年前から 6 か月前までの間の期間(以下「通知期間」という。)

に乙に対し、賃貸借期間の満了によりこの契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。 

3 甲は、通知期間内に前項の通知をしなかった場合においても、通知期間経過後改めて期間の満了に

よりこの契約が終了する旨の書面による通知を乙にした場合、当該通知日から6か月を経過した日を

もって、この契約は終了する。 

 

(賃料) 

第 7条 乙は、賃料として月額金○,○○○,○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を甲に支

払う。ただし、消費税等の税率が変更されたときは、その税率を適用した金額に変更する。 

2 賃料は、営業開始日から満 3 年を経過する毎に公租公課の上昇、経済情勢の変動があったとき、又

は近傍同種の物件の賃料に比較して不相当となったときなど、必要があると認められるときは賃料の

改定を請求することができる。 

3 前項の規定により、賃料が改定されたときは、甲は改定通知書により乙に通知する。 

4 前項の通知があったときは、第 1 項の規定にかかわらず、甲の指定する日以降の本契約に定める賃

料は、当該通知額とする。 

 

(支払方法) 

第 8条 乙は、賃料を次に定める期限までに別途甲の発行する納入通知書により納付しなければならな

い。 

期間 納入期限 

令和〇年〇月から令和〇年〇月までの各月分 各月の末日 

2 納入期限が金融機関の休業日に当たる場合は、金融機関の翌営業日を納入期限とする。 

 

(賃料以外の諸経費) 

第 9条 乙は、次に掲げる共用部分、共用施設の維持管理費に関わる経費(以下「共同管理費」という。)

を甲の計算に基づき、本物件の延床面積に応じて甲の請求する額(各月分)を各月の末日までに甲に支

払うものとする。 

 (1)冷暖房空調費 

 (2)電灯、動力費 

 (3)清掃、衛生管理、塵芥処理費 

 (4)保安管理費 



 

 

 (5)設備保守費 

 (6)その他共同管理で発生する費用 

2 乙は、乙の営業活動に必要な来客用駐車場の使用料を甲に支払うものとする。なお、来客用駐車場

は別途定めるものとする。 

 

(延滞損害金) 

第 10 条 乙は、本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞したときは、年 365 日あたり 14.6％の割合

による延滞損害金を支払うものとする。 

 

(充当の順序) 

第 11 条 甲は、乙が賃料及び延滞損害金を納付すべき場合において、納付された金額が賃料及び延滞

損害金の合計額に満たないときは、まず延滞損害金から充当する。 

 

(契約保証金) 

第 12条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として賃料12月分に相当する額を甲に納付しなけれ

ばならない。ただし、賃料を増額したとき、その他甲において必要があると認めるときは、契約保証

金を増額し、甲の指定する日までに、別途甲の発行する納入通知書により支払わなければならない。 

2 前項の契約保証金は、第24条に定める損害補償金の予定又はその一部と解釈しない。 

3 第 1項の契約保証金には利息を付さない。 

4 甲は、乙が第22条に定める義務その他この契約に定める義務の履行をしたときは、乙の請求により

遅滞なく第1項に定める契約保証金の２０％を割引いた金額を乙に還付する。 

5 甲は、第 1 項に定める契約保証金の全部又は一部について、賃料支払い、本物件の原状回復、損害

賠償その他この契約から生じる一切の債務に充当することができるものとし、充当した金額に相当す

る部分は甲に帰属するものとする。また、甲が本項に基づき契約保証金を充当した場合には、乙は、

直ちに充当した金額に相当する金額を甲に納付するものとする。 

 

(契約不適合責任) 

第 13 条 乙は、契約締結後、本物件の種類、数量、性質が契約目的に適合しないことを発見しても、

甲に対し、賃料の減免及び損害賠償の請求をすることはできない。 

 

(使用上の制限) 

第 14 条 乙は、本物件について第 2 条に規定する使用目的の変更、又は本物件の模様替、改造等によ

り現状を変更(本物件の修繕及びその他軽微な変更を除く。)しようとする場合には、事前に変更する

理由、変更後の目的及び変更する箇所等を書面によって甲に申請し、その承認を得なければならない。 

 

(権利譲渡等) 

第 15 条 乙は、甲の承認を得ないで本物件を第三者に転貸しその他使用または使用収益を目的とする

権利を設定し、賃借権を譲渡してはならない。 

 

(善管注意義務) 

第16条 乙は、善良な管理者としての注意をもって本物件を使用し維持管理に努めなければならない。 



 

 

 

(滅失又は毀損等) 

第 17 条 乙は、本物件が滅失し、若しくは毀損等したときは、直ちにその状況を甲に報告しなければ

ならない。 

２ 乙は、乙の責任に帰すべき事由により、本物件が滅失し、若しくは毀損等したときは、甲の指示に

従い乙の責任において、これを原状に復旧しなければならない。 

 

(維持管理上の経費の負担) 

第 18 条 本物件の維持、補修、改良及び電気、ガス、上下水道等の光熱水費、電話等の通信費その他

使用に要する一切の経費は、乙の負担とする。 

 

(実地調査等) 

第 19 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、乙に対して実地に調査し又は参

考になるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合において、乙は調査等を拒み、妨げ

又は怠ってはならない。 

 (1)第 2条第2項に定める使用してはならない用途等に関して、甲が必要と認めるとき 

 (2)第 7条又は第9条に定める賃料又は共同管理費の納付がないとき 

 (3)第 14条及び第15条に定める甲の承認を受けなかったとき 

 (4)この契約に定める義務に違反したとき 

 

(契約の解除等) 

第 20条 甲は、乙がこの契約に定める義務に違反した場合には、契約を解除することができる。 

2 前項にかかわらず、甲は、本物件を国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供

するため必要を生じたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 238条の 5第 4項の規定に基づ

き、この契約を解除することができる。 

3 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対して催告その他何等

の手続きを要することなく、直ちにこの契約を解除することができる。 

 (1)賃料又は共同管理費の納付を納付期限から2か月以上怠ったとき 

 (2)手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき 

 (3)差押・仮差押・仮処分・競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき 

 (4)破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき 

 (5)第 2条第2項、第 15条の規定に違反したとき 

 (6)甲の書面による承諾なく、乙が2か月以上本物件を使用しないとき 

 (7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び泉大津市暴力団排除条例(平成 24 年条例

第1号)の規定する暴力団等排除に係る契約の解除事由に該当したとき 

 (8) 前各号のほか、この契約に付随して本契約に違反したとき 

4 甲は、第 1 項又は第 3 項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害の責

を負わないものとする。 

5 乙は、甲が第 1 項又は第 3 項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたと

きは、その損害を賠償するものとする。 

 



 

 

(賃貸借期間内の解約) 

第 21 条 乙は、賃貸借期間中であっても、6 か月以上の予告期間(契約解約の申入れ日から解約希望日

までの期間)をもって甲に対し書面による解約の申入れをすることができる。この場合、予告期間の

満了と同時にこの契約は終了する。 

 

(原状回復等) 

第 22 条 乙は、第 5 条に定める賃貸借期間が満了するときは賃貸借期間満了日まで、又は前 2 条の規

定によりこの契約が解除又は解約となったときは、乙の施行した諸設備並びに造作を撤去し、別表工

事区分表における甲の工事区分が完成した当時の現状に回復した上で、甲に明け渡して返還させるこ

とが出来る。ただし、再契約のほか、甲が指示した場合にはこの限りでない。 

2 この契約が終了し、乙が本物件を明け渡した後に本物件に残置した物件があるときは、甲は、乙が

その所有権を放棄したものとみなして任意に乙の負担においてこれを処分することができる。 

3 甲の指定する期日までに、乙が本物件を返還しないときは、乙は、甲の指定する期日の翌日から返

還完了に至るまでの賃料相当額合計の倍額の損害金及び本物件内における必要費相当額を甲又は甲

の指定する者に支払い、かつ明渡し遅延により甲の被った損害を賠償しなければならない。 

4 甲は、乙が第１項に定める原状回復を履行しないときは、乙に代わって甲自ら執行し、若しくは他

人に執行させることができる。なお、執行にかかる費用はすべて乙が負担する。 

 

(違約金) 

第 23 条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金とし

て、甲に支払わなければならない。 

 (1)第 14 条の本物件の模様替、改造等による現状変更に係る事前承認を受ける義務又は第 19 条に定

める義務に違反したときは、賃料１２月分に相当する額 

 (2)第 2条第2項又は第15条に定める義務に違反したときは、賃料12月分に相当する額 

2 乙は、第20条第 1項及び第3項の規定によりこの契約を解除されたときは、賃料１２月分に相当す

る額 

3 乙は、乙の責に帰すべき事由により第21条の規定に定める契約の解約を行ったときには、賃料１２

月分に相当する額 

4 前 3項に定める違約金は第24条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

 

(損害賠償) 

第 24 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。 

 

(有益費などの放棄) 

第 25条 乙は、第5条に規定する賃貸借期間が満了した場合、第20条第 1項又は第3項の規定により

契約を解除された場合、若しくは第21条の規定により契約を解約した場合において、乙が支出した必

要費及び有益費等については、甲に対してその償還の請求をすることができない。 

2 甲の承認の有無にかかわらず乙が施した造作については、契約終了の場合において、乙は、その買

取りの請求をすることができない。 

 



 

 

(通知義務) 

第 26 条 乙は、その商号、氏名、住所、代表者、営業目的、資本金その他商業登記事項若しくは身分

上の事項に重要な変更が生じたとき又は届出印章、本物件の使用責任者若しくは契約上重要な事項に

変更があったときは、遅滞なく書面により甲に通知する。 

 

 (契約の費用) 

第 27条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

 

(管轄裁判所) 

第 28 条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えの管轄は、本物件の所在地を管轄する地方

裁判所又は簡易裁判所をもって管轄裁判所とする。 

 

(疑義の決定) 

第 29条 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。 

 

  

 上記の契約締結を証するため、本契約書 2通を作成し、両者記名押印の上各自その1通を保有する。 

 

   令和  年  月  日 

 

           賃貸人「甲」 住 所 泉大津市東雲町9番 12号 

                  氏 名    泉大津市長 南出 賢一   

             

 

賃借人「乙」 住 所 

       氏 名



 

 

（別紙）工事区分表 

 

 

工事 

項目 

工事区分 Ａ工事 Ｂ工事 Ｃ工事  
 

 

工事 

項目 

工事区分 Ａ工事 Ｂ工事 Ｃ工事 

費用負担 泉大津市 キーテナント キーテナント  費用負担 泉大津市 キーテナント キーテナント 

施工区分 泉大津市 泉大津市 キーテナント  施工区分 泉大津市 泉大津市 キーテナント 

外装工事 全工事 ――――― 看板工事  給水設備 屋外に引込メーター取付 ――――― Ａ工事以降の全工事 

建 

築 

工 

事 

躯体工事 全工事 ――――― ―――――  排水設備 ――――― 店舗内ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ取付 Ａ工事以降の全工事 

防火区画, 

ｼｬｯﾀｰ工事 
全工事 ――――― ―――――  ガス設備 店舗内バルブ止め ――――― Ａ工事以降の全工事 

各種設備室 

区画工事 
全工事 ――――― ―――――  防 

災 

設 

備 

工 

事 

排煙設備 全工事(機械排煙) ――――― ――――― 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ, 

区画工事 
全工事 ――――― ―――――  自火報知設備 標準設備における全工事 店舗設計による増移設工事 移設後の天井補修 

内 

装 

工 

事 

床 
-250ｍｍ,Ｃ工事配管工事等

完了後のｼﾝﾀﾞｰ埋め戻し 
共用部分仕上げ工事 専用部分仕上げ工事  非常用照明・誘導灯 標準設備における全工事 店舗設計による増移設工事 移設後の天井補修 

壁、柱 コンクリート打放し 同上 同上  店内消火器 共用部分の法的対応工事 ――――― 専用部分全工事 

天井 コンクリート打放し 同上 Ａ工事以降の全工事  エレベーター設備 ――――― ――――― 専用部分本体工事一式 

トイレ 共用トイレの全工事 ――――― 専用トイレ全工事        

空調設備工事 室外機設置場所の確保 ――――― Ａ工事以降の全工事  維持管理・修繕・取替え 

換気設備工事 給排気ガラリの設置 ――――― Ａ工事以降の全工事  維持管理・修繕・取替えの費用負担は、Ａ工事については甲負担、Ｂ・Ｃ工事については乙負担とする。 

電 

気 

設 

備 

工 

事 

受変電設備 
キュービクル設置場所の確

保及び全工事 
――――― ――――― 

 但し、乙または乙の使用人の故意・過失により補修修理を要する場合は、乙の負担とする。 

 又、受変電設備の維持管理・修繕については乙負担とする。 

自家発電設備 全工事 ――――― ―――――        

動力設備 ――――― ――――― 全工事        

電灯､ｺﾝｾﾝﾄ ――――― ――――― 全工事        

電話設備 
端子盤から専有部分天井内

までの空配管 
――――― Ａ工事以降の全工事        

ＣＡＴＶ工事 
専有部分天井内までの空配

管 
――――― Ａ工事以降の全工事        

放送設備 

有線放送 
店舗内非常放送ｽﾋﾟｰｶｰ設置 店舗設計による増移設工事 

・移設後の天井補修 

・有線放送設置の全工事 
       

防犯設備 ――――― ――――― 全工事        



 

 （様式第１号）『記入例』 

令和○○年〇〇月○○日 

泉大津市長 様 

             住所(所在地) ○○○市○○町○丁目○番○号 

             氏名(名称)  ○○○○株式会社 

                    代表取締役 

             (代表者名)  泉大津 太郎   ○印  
                           (印鑑登録印) 

             電話番号   ○○－○○○－○○○○ 

 

泉大津市市有財産定期建物賃貸借契約による貸付応募申込書 
 私は、泉大津市市有地の下記物件の応募したいので、それに係る市有不動産の定期

建物賃貸借契約による貸付実施要領及び定期建物賃貸借契約書(案)等をすべて承知の

上、申し込みいたしたく必要書類を添付の上、申込みいたします。 

 

記 

応募申込物件 

物件 

番号 
物 件 応 募 申 込 を 希 望 す る 物 件 の 所 在 地 番 

１ 建物 泉大津市二田町一丁目 1000 番地１、1000 番地２ 

 

賃借人決定後の利用計画 

（使用用途の種類など） 

 

 

賃貸借料金（月額）                     ※消費税等抜き 

金  額  

 

 

泉大津市受付印 

 

 



 

（様式第２-１号）『記入例』 

 

 

誓 約 書 

 

 

 

 私は、定期建物賃貸借契約に係る貸付応募申込に際し、貴市から示された泉大津市市有

財産定期建物賃貸借契約による貸付実施要領、定期建物賃貸借契約書(案)等のすべての事

項を承知の上、応募申込しますので、後日これらの事柄について、一切の異議、苦情を申

し出ないことを誓約し、本書を提出します。 

 

 

 

  令和○○年○○月○○日 

 

 

  泉大津市長 様 

 

 

            住所(所在地) ○○○市○○町○丁目○番○号 

            氏名(名称)  ○○○○株式会社 

                   代表取締役 

            (代表者名)  泉 大 津  太 郎   ㊞ 

                              (印鑑登録印) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式第２-２号）『記入例』 

 

暴力団排除に関する誓約書 

 

令和○○年○○月○○日 

泉大津市長 様 

所在地    ○○○市○○町○丁目○番○号 

 

法人名    ○○○○株式会社 

       代表取締役 

代表者職氏名 泉 大 津  太 郎  ㊞ 

 

 

私は、下記のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。 

なお、この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被る

こととなっても、異議は一切申し立てません。 

また、貴市において必要と判断した場合に、警察等関係機関に照会することについて承

諾します。 

 

記 

 

１ 役員等(契約者が個人である場合にはその者を、契約者が法人である場合にはその役員

又はその支店等の代表者、その他の団体にあっては法人等の役員と同様の責任を有する

事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(平成３年法律第77号。以下「暴対法」という。)第２条第６号に規定する暴力団員又は

暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) 

２ 暴対法第２条第２号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員等が経

営に実質的に関与している者 

３ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している者 

４ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者 

５ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

６ 上記の１から５までのいずれかに該当することを知りながらこれを利用している者 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式第３号）『記入例』 

建 物 利 用 計 画 書 

 

住所(所在地) ○○○市○○町○丁目○番○号 

氏名(名称)  ○○○株式会社             ㊞ 

代表者名   代表取締役 泉 大 津  太 郎    ㊞ 

電話番号     (   )             (印鑑登録印) 

 

（物件番号１） 

項 目 内   容 

１ 建物利用 

目的 
 

２ 利用計画 

(詳細に) 
 

３ 利用開始 

時期 
令和  年  月 

４ 施設等の供

する業の性

質 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23年法律

第122号)第２条第１項に定める風俗営業又は同条第５項に定める

風俗関連営業その他これらに類する用途 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律

第77号)第２条第２号に規定する暴力団の事務所又はその他これ

に類する用途 

・ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年

法律第147号)第５条に規定する観察処分を受けた団体の事務所又

はその他これに類する用途 

・ 破壊活動防止法(昭和 27年法律第240号)第５条第３号に規定す

る処分又は同法第７条に規定する解散の指定を受けた破壊的団体

の事務所又はその他これに類する用途 

 

上記に掲げる用途に供さない施設です。 

５ 公害の処遇 

について 

汚水、有害物、ばい煙、騒音等の公害源となるものを敷地外に放出

することはありません。 

注１）この建物利用計画書は、「泉大津市市有財産定期建物賃貸借契約による貸付応募申

込書」に添付してください。 

  

 


